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神 山 町 農 業 委 員 会 議 事 録

令和３年７月２７日神山町農業委員会を
神山町役場すだち（２０１）において開催

・出席農業委員は次のとおり（１３人）
１番 高橋 正和 ２番 森 三千子 ３番 原田 健義
４番 森 昌槻 ５番 山本 實義 ６番 武市 佐市
７番 鍛 喜文 ８番 井上 善司 ９番 相原 利章

１０番 森本 守 １１番 加藤 宏行 １２番 中西 隆子
１３番 河野 宏吉

・本会議に出席した職員は次のとおり
事務局長 木村 耕次 主事 小川 和俊

１．開会

局長「定刻が参りましたので、農業委員会を開会していただきたいと思います。本日
は、全員の方に出席をいただいており、総会が成立しておりますことをご報告いたし
ます。また、農地利用最適化推進委員においては新型コロナウイルス感染症拡大防止
のため、欠席をいただいておりますこと併せてご報告いたします。
なお、本日は後藤町長、竹内副町長ともに公務のため、欠席との連絡がありました

のでご報告させていただきます。それでは、開会宣言を会長お願いします。」

２．開会宣言 （午後１時２３分）
会長「ただいまから、神山町農業委員会を開会いたします。」

局長「はじめに、河野会長よりご挨拶を申し上げます。」

（河野会長挨拶）

局長「ありがとうございました。議長選出でございますが、農業委員会会議規則第５
条により、河野会長に議長を務めていただき、議事の進行をお願いいたします。」

３．議事日程報告

議長「本日の会議の議事日程は、お配りしてあります議案書のとおりでございま
す。」

日程第１ 議事録署名委員の指名について
日程第２ 議案第15号 非農地証明願について
日程第３ 議案第16号 農地法第３条の規定による許可申請について
日程第４ 議案第17号 農地法第４条の規定による許可申請について
日程第５ 議案第18号 農業経営基盤強化促進法第１８条第１項の規定による農

用地利用集積計画の決定について
日程第６ 議案第19号 農業経営基盤強化促進法第１８条第１項の規定による農

用地利用集積計画（農地中間管理事業）の決定につい
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議長「それでは只今より議事に入らせていただきます。」

４．議事録署名者指名

議長「日程第１ 議事録署名委員の指名について、神山町農業委員会会議規則第１８条
により議事録署名者を指名いたします。１番高橋委員、２番森委員にお願いいたしま
す。なお、会議書記には事務局の小川主事を指名いたします。」

５. 議案第１５号について

議長「日程第２ 議案第１５号非農地証明願についてを議題とします。事務局より議
案の朗読、説明をいたします。」

局長「議案書の２ページから５ページをお願いします。」

（議案朗読）

局長「それでは、受付番号７番についてご説明をいたします。
本件は申請者の●●●●さんから、既に山林となっている農地があるため、地目変

更の相談があり、非農地証明願での申請となっております。
６ページから２６ページに申請地の謄本を添付しております。内容は特に問題はあ

りません。
申請地の場所についてですが、２７ページに位置図、２８ページから３３ページに

公図、３４ページに壱分壱間図を添付しております。申請地は●●●●●●●で●●
●●●●●●●●に位置しております。
３５ページから４０ページは現況写真を添付しており、既に山林化していることが

確認できます。
４１ページから４３ページは非農地化を裏付ける資料として昭和６０年１月２１日

以前に撮影された航空写真を添付しております。当時申請地が既に山林となっている
ことがわかりますので、申請地が２０年以上非農地化していることが確認できます。
受付番号７番の説明は以上でございます。」

議長「ただいまの説明に関連して、受付番号７番の担当委員の８番井上委員さんから、
現地調査の結果ならびに補足説明をお願いいたします。」

井上委員「それでは説明いたします。７月１５日の午前中に、私、事務局の木村さん、
小川さん、所有者の●●さんの４人で現地調査に行きました。場所は●●●●●から
車で●分ぐらいで、更に歩いて●●分ぐらいの所です。周辺はほとんど山林になって
います。現地では、３０年製以上の杉林で、写真のとおりになっています。特に問題
ないと思います。ご審議、よろしくお願いします。 」

議長「ありがとうございました。続いて受付番号８番について事務局から説明をお願
いいたします。」

局長「それでは、受付番号８番についてご説明をいたします。
本件は申請者の●●●●さんから、既に山林となっている農地があるため、地目変

更の相談があり、非農地証明願での申請となっております。
４４ページから４８ページに申請地の謄本を添付しております。内容は特に問題は

ありません。
申請地の場所についてですが、４９ページに位置図、５０ページ、５１ページに公
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図、５２ページに壱分壱間図を添付しております。申請地は●●●●●●●●に位置
しております。
５３ページから５６ページには現況写真を添付しており、既に山林化していること

が確認できます。
５７ページ、５８ページは非農地化を裏付ける資料として昭和６０年１月２１日以

前に撮影された航空写真を添付しております。当時申請地が既に山林となっているこ
とがわかりますので、申請地が２０年以上非農地化していることが確認できます。
受付番号８番の説明は以上でございます。」

議長「ただいまの説明に関連して、受付番号８番の担当委員の５番山本委員さんから、
現地調査の結果ならびに補足説明をお願いいたします。」

山本委員「説明させていただきます。７月１５日、事務局と現地調査いたしました。
場所は、●●●●の途中でございます。●●なので●●●●でございます。●●●●
は、梅が植わっていたのを覚えております。それから４０、５０年で木が植わってお
ります。５４ページ、５５ページに写真が載っておりますが、こういう状態でござい
ますので、問題ないと思います。以上でございます。」

議長「ありがとうございました。ただいま議案第１５号受付番号７番、８番について
の説明、意見をいただきました。ご質疑ありませんか。」

（質疑なしの声）

議長「質疑ありませんので、議案第１５号非農地証明願による許可申請について受付
番号７番、８番は原案どおり決するに異議ありませんか。」

（異議なしの声）

議長「異議がないので、議案第１５号非農地証明願による許可申請について受付番号
７番、８番は原案のとおり決しました。」

６. 議案第１６号について

議長「日程第３ 議案第１６号農地法第３条の規定による許可申請についてを議題とし
ます。事務局より議案の朗読、説明をいたします。」

局長「議案書の５９ページから６１ページをお願いします。」

（議案朗読）

局長「それでは、説明をいたします。受付番号９番の譲受人の●●●●さんが譲渡人
の●●●さん、●●●●さん、●●●●●さんから畑●筆を購入する案件でございま
す。
６２ページから６７ページに申請地の謄本を添付しております。
申請地の場所についてですが、６８ページに位置図、６９ページに公図を添付して

おります。申請地は●●●●の●●に位置しております。７０ページ、７１ページに
現況写真を添付しております。
７２ページをご覧ください。譲受人●●さんの土地利用計画書を添付しております

ので、内容を説明させていただきます。世帯員は●名で、●名が農作業に常時従事す



- 4 -

る予定でございます。経営面積は、現在農地の所有はございません。営農計画の概要
等についてですが、取得した農地では、●●、●●を栽培する予定でございます。以
下の項目については記載のとおりでございます。
７３ページをご覧ください。●●さんの経営状況を農地法第３条の規定による許可

申請書の添付書類に基づき説明をいたします。農地法第３条第２項関係の中の、全部
効率利用要件についてですが、現在●●さんの所有農地、借入地はございません。
７４ページをご覧ください。作付予定作物、作物別の面積についてですが、申請地

取得後は、●●、●●を記載の面積のとおり栽培する予定でございます。農機具の所
有状況は、耕耘機●台、軽トラック●台を所有しております。
７５ページをご覧ください。農作業常時従事要件についてですが、世帯の年間従事

日数は●●さんが●●●日で、●●さんが●●●日であり、世帯等で耕作に必要な日
数１５０日を満たしておりますので問題はないと思われます。続いて、７５ページ中
段の下限面積要件についてですが、現在権利を有する農地はございません。今回本件
で取得する●，●●●㎡で神山町の下限面積１，０００㎡を満たしています。以上に
より農地法第３条第２項各号には該当しないため、許可要件のすべてを満たしている
と考えます。
７６ページには譲受人の●●さんの住民票を添付しております。
受付番号９番の説明は以上でございます。」

議長「ただいまの説明に関連して、受付番号９番の担当委員の３番原田委員さんから、
現地調査の結果ならびに補足説明をお願いいたします。」

原田委員「補足説明をさせていただきます。７月１９日の月曜日、午後１時から私、
事務局の木村さん、小川さんと３名で現地調査をさせていただきました。場所は●●
●●の●●に位置しております。●筆とも●●●●●の●ということで、●●さんも
耕作に意欲を持っており、きちんと管理していきたいとおっしゃっていました。資料
等も十分に整っておりますので、審議の方よろしくお願いしたいと思います。以上で
す。」

議長「ありがとうございました。続いて受付番号１０番について事務局から説明をお
願いいたします。」

局長「それでは、説明をいたします。受付番号１０番の譲受人の●●●●さんが譲渡
人の●●●●さんから田及び畑●筆を売買する案件でございます。
７７ページから８６ページに申請地の謄本を添付しております。
申請地の場所についてですが、８７ページに位置図、８８ページ、９１ページに公

図を添付しております。申請地は●●●●●●●●の●●●●と●●●の●●●に位
置しております。９２ページから９９ページに現況写真を添付しております。
１００ページをご覧ください。譲受人●●さんの土地利用計画書を添付しておりま

すので、内容を説明させていただきます。世帯員は●名で、●名が農作業に常時従事
する予定でございます。経営面積は、現在農地の所有はございません。営農計画の概
要等についてですが、取得した農地では、●、●●を自家消費分を栽培する予定でご
ざいます。以下の項目については記載のとおりでございます。
１０１ページをご覧ください。●●さんの経営状況を農地法第３条の規定による許

可申請書の添付書類に基づき説明をいたします。農地法第３条第２項関係の中の、全
部効率利用要件についてですが、現在●●さんの所有農地、借入地はございません。
１０２ページをご覧ください。作付予定作物、作物別の面積についてですが、申請

地取得後は、●、●●を記載の面積のとおり栽培する予定でございます。農機具の所
有状況は、脱穀機●台、軽トラック●台、馬●頭を所有しております。
１０３ページをご覧ください。農作業常時従事要件についてですが、世帯の年間従
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事日数は●●さんが●●●日で、●●さんが●●●日であり、世帯等で耕作に必要な
日数１５０日を満たしておりますので問題はないと思われます。続いて、１０３ペー
ジ中段の下限面積要件についてですが、現在権利を有する農地はございません。今回
本件で取得する●，●●●．●●㎡で神山町の下限面積１，０００㎡を満たしていま
す。以上により農地法第３条第２項各号には該当しないため、許可要件のすべてを満
たしていると考えます。
１０４ページには譲受人の●●さんの住民票を添付しております。
受付番号１０番の説明は以上でございます。」

議長「ただいまの説明に関連して、受付番号１０番の担当委員の４番森委員さんから、
現地調査の結果ならびに補足説明をお願いいたします。」

森委員「説明させてもらいます。７月１９日の午前中に、私、河野会長、事務局の木
村局長、小川主事、譲渡人の●●さん、譲受人の●●さん、合計６名で現地調査をし
てまいりました。場所は、●●●●と●●●にあります。●●の●●が●●●●●●
●●●で、３０年前は●●●という集落があったのですが、今はみんな出て行かれて
放置された農地になっています。●●さんは、１年半ぐらい前からエコ的な農業と向
き合いたいということでそこを借り受けて、更に●●●●●●も借り受けて、●●●
を耕しておりましたが、この度、●●さんから正式に譲り受けるということで、今回
の申請となっているようです。周囲は山と荒れた農地があるのですが、そこでエコ的
な農業をやるようです。鳥獣害の心配はあるのですが、本人のやる気で新しい農業、
農地の利用形態、モデルになるのではないかと思っております。十分に審議の程よろ
しくお願いします。」

議長「ありがとうございました。続いて受付番号１１番について事務局から説明をお
願いいたします。」

局長「それでは、説明をいたします。受付番号１１番の譲渡人の●●●●さんが譲受
人の●●●●さんに畑●筆を贈与する案件でございます。
１０５ページから１１０ページに申請地の謄本を添付しております。
申請地の場所についてですが、１１１ページ、１１２ページに位置図、１１３ペー

ジから１１８ページに公図を添付しております。申請地は●●●●●●●●と●●●
●●●●●●に位置しております。１１９ページから１２４ページに現況写真を添付
しております。
１２５ページをご覧ください。譲受人●●さんの土地利用計画書を添付しておりま

すので、内容を説明させていただきます。世帯員は●名で、●名が農作業に常時従事
する予定でございます。経営面積は、現在農地の所有はございません。営農計画の概
要等についてですが、取得した農地では、●を栽培する予定でございます。以下の項
目については記載のとおりでございます。
１２６ページをご覧ください。●●さんの経営状況を農地法第３条の規定による許

可申請書の添付書類に基づき説明をいたします。農地法第３条第２項関係の中の、全
部効率利用要件についてですが、現在●●さんの所有農地、借入地はございません。
１２７ページをご覧ください。作付予定作物、作物別の面積についてですが、申請

地取得後は、●を記載の面積のとおり栽培する予定でございます。農機具の所有状況
は、トラック●台、を所有しております。また、噴霧器と草刈機をそれぞれ●台、自
己資金にて購入する予定でございます。。
１２８ページをご覧ください。農作業常時従事要件についてですが、世帯の年間従

事日数は●●さんが●●●日で、●●●●●さんが●●●日であり、世帯等で耕作に
必要な日数１５０日を満たしておりますので問題はないと思われます。続いて、１２
８ページ中段の下限面積要件についてですが、現在権利を有する農地はございません。
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今回本件で取得する●，●●●㎡で神山町の下限面積１，０００㎡を満たしています。
以上により農地法第３条第２項各号には該当しないため、許可要件のすべてを満たし
ていると考えます。
１２９ページから１３２ページには譲受人の●●さんの住民票を添付しております。
受付番号１１番の説明は以上でございます。」

議長「ただいまの説明に関連して、受付番号１１番の担当委員の８番井上委員さんか
ら、現地調査の結果ならびに補足説明をお願いいたします。」

井上委員「それでは説明いたします。７月１５日の午後、私と事務局の木村さん、小
川さん、向こうの担当の方と現地調査へ行ってまいりました。耕作地では、今まで●
を栽培していたのですが、●を引き続き栽培するということです。２、３年ほど手入
れされていなく、放置されていましたが、隣の●●さんに相談、教えてもらいながら、
空いている耕作地は植栽して耕作地を増やすことで取り組んでいくということです。
以上です。」

議長「ありがとうございました。ただいま議案第１６号受付番号９番から１１番につ
いての説明、意見をいただきました。ご質疑ありませんか。」

（質疑なしの声）

議長「質疑ありませんので、議案第１６号農地法第３条の規定による許可申請につい
ての受付番号９番から１１番は原案どおり決するに異議ありませんか。」

（異議なしの声）

議長「異議がないので、議案第１６号農地法第３条の規定による許可申請について受
付番号９番から１１番は原案のとおり決しました。」

７. 議案第１７号について

議長「日程第４ 議案第１７号農地法第４条の規定による許可申請についてを議題とし
ます。事務局に議案の朗読をお願いいたします。」

局長「議案書１３３ページをお願いします。」

（議案朗読）

局長「それでは、受付番号１番についてご説明をいたします。本件は申請者の●●●
●●さんの田を雑種地に転用する案件でございます。
１３４ページから１３６ページに申請地の謄本を添付しております。所有者等特に

問題ございません。
申請地の場所についてですが、１３７ページに位置図、１３８ページに公図を添付

しております。申請地は●●●●●●の●●に位置しています。１３９ページ、１４
０ページは現況写真を添付しております。●
１４１ページをご覧ください。●●●さんの事業計画書を添付しておりますので、

内容を説明させて頂きます。１の申請地の所在等については先に説明したとおりです。
２の申請地を選んだ理由は、●●●●●●●●等による利用、青少年の川遊びの利用
が毎年あり、そのための機材置場、駐車場の利用の必要があるためでございます。３
の転用計画の概要についてですが、整地して利用します。隣接地の同意も得ており、
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問題ございません。日当たりの影響もなく、問題ございません。雨水は地下浸透とし
ます。４については特にありません。５のその他参考になる事項についてですが、こ
の地区においては、土地改良区はございません。
１４２ページは配置図を添付しています。
１４３ページは隣接関係者の同意書を添付しております。
受付番号１番の説明は以上でございます。」

議長「ただいまの説明に関連して、受付番号１番の担当委員の１１番加藤委員さんか
ら、現地調査の結果ならびに補足説明をお願いいたします。」

加藤委員「７月１５日の早朝に、事務局の木村さん、小川さんと共に、現地の確認を
してまいりました。現地は、●●●●●●●のすぐそばにありまして、●●●●●●
●●●●で、道路に面しているところとなっていまして、駐車場には非常に都合が良
かったのかなと思います。隣接している●●●さんの了承も得ているので問題ないと
思います。よろしくお願いします。」

議長「ありがとうございました。続いて受付番号２番について事務局から説明をお願
いいたします。」

局長「それでは、受付番号２番についてご説明をいたします。本件は申請者の●●●
●●●●●さんの畑を雑種地に転用する案件でございます。
１４４ページ、１４５ページに申請地の謄本を添付しております。所有者等特に問

題ございません。
申請地の場所についてですが、１４６ページに位置図、１４７ページ、１４８ペー

ジに公図を添付しております。申請地は●●●●●●●●●の●●に位置しています。
１４９ページは現況写真を添付しております。
１５０ページ、１５１ページをご覧ください。●●●●●●●●さんの事業計画書

を添付しておりますので、内容を説明させて頂きます。１の申請地の所在等について
は先に説明したとおりです。２の申請地を選んだ理由は、隣接する●●●が所有する
賃貸住宅駐車場が手狭になったためです。３の転用計画の概要についてですが、整地
を行い駐車場として活用します。雨水は地下浸透とします。隣接農地は同意を得てい
るので問題ございません。構造物を建設しないため日当たりも問題ございません。４
については特にありません。５のその他参考になる事項についてですが、この地区に
おいては、土地改良区はございません。
１５２ページ、１５３ページは平面図を添付しています。
１５４ページは隣接関係者の同意書を添付しております。
受付番号２番の説明は以上でございます。」

議長「ただいまの説明に関連して、受付番号２番の担当委員の７番鍛委員さんから、
現地調査の結果ならびに補足説明をお願いいたします。」

鍛委員「説明させていただきます。７月１４日、事務局の木村さん、小川さん、●●
●●●●さんとともに現地の確認へまいりました。場所は●●●●から●へ●●●ｍ
ぐらい行った●●●●のそばにあり、周りは耕作地になっております。●●●●も隣
接地で、隣接地の同意もみんな得ておりますので問題ないと思います。農地への影響
はないと思います。以上です。」

議長 「ありがとうございました。ただいま議案第１７号受付番号１番、２番につい
て説明、意見をいただきました。ご質疑ありませんか。」
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（質疑なしの声）

議長「質疑ありませんので、議案第１７号受付番号１番、２番は原案どおり決するに
異議ありませんか。」

（異議なしの声）

議長「異議がないので、議案第１７号農地法第４条の規定による許可申請について受
付番号１番、２番は原案のとおり許可相当とし、県知事に意見書を送付いたしま
す。」

８．議案第１８号について

議長「日程第５ 議案第１８号農業経営基盤強化促進法第１８条第１項の規定による
農用地利用集積計画の決定についてを議題とします。事務局より議案の朗読、説明を
いたします。」

局長「議案書１５５ページをお願いします。（議案内容を朗読）
議案書の１５６ページから１５９ページをお願いします。

（内容について朗読）
新規案件についてのみ、補足説明をさせていただきます。

番号１１についてご説明をいたします。借人の●●●●さんの世帯の構成員は●名で
●名が農業に従事しております。年間の農業従事日数は●●●日でございます。農機
具の所有状況は耕耘機●台、草刈機●台、ハーベスター●台、バインダー●台、軽バ
ン●台でございます。

番号１２についてご説明をいたします。借人の●●●●さんの構成員は●名で●名が
農業に従事しております。年間の農業従事日数は●●●日でございます。農機具の所
有状況は草刈機●台、動噴●台、軽トラック●台でございます。

番号１３についてご説明をいたします。借人の●●●●さんの構成員は●名で●名が
農業に従事しております。年間の農業従事日数は●●●日でございます。農機具の所
有状況は草刈機●台、トラクター●台、耕耘機●台、軽トラック●台でございます。

以上でございます。

議長「ただいま議案第１８号について事務局に説明いただきました。番号３について
は●●委員さん、番号５については●●委員さんが借人となっております。農業委員
会等に関する法律第３１条 議事参与の制限の規定に基づき、番号３、番号５とそれ以
外のものと分けて審議を行います。まず議案第１８条の番号３の審議を行いますので、
当該審議開始から終了まで●●委員さんには退席をお願いいたします。」

（●●委員退席）

議長「議案第１８号の番号３について、ご質疑ありませんか。」

（質疑なしの声）
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議長「質疑ありませんので、議案第１８号の番号３について原案どおり決するに異議
ありませんか。」

（異議なしの声）

議長「異議がないので議案第１８号の番号３は農業経営基盤強化促進法第１８条第１
項の規定による農用地利用集積計画は原案どおり決定しました。議案第１８号の番号
３の審議を終了いたします。●●委員さんに戻っていただき、引き続き審議いたしま
す。続きまして、議案第１８号番号５の審議を行いますので、当該審議開始から終了
まで●●委員さんには退席をお願いいたします。」

（●●委員着席）

（●●委員退席）

議長「議案第１８号の番号５について、ご質疑ありませんか。」

（質疑なしの声）

議長「質疑ありませんので、議案第１８号の番号５について原案どおり決するに異議
ありませんか。」

（異議なしの声）

議長「異議がないので議案第１８号の番号５は農業経営基盤強化促進法第１８条第１
項の規定による農用地利用集積計画は原案どおり決定しました。議案第１８号の番号
５の審議を終了いたします。●●委員さんに戻っていただき、引き続き審議いたしま
す。」

（●●委員着席）

議長「それでは、引き続き議案第１８号の番号３、番号５以外のものについて審議を
行います。ご質疑ありませんか。」

（質疑なしの声）

議長「質疑ありませんので、議案第１８号の番号３、番号５以外のものについて原案
どおり決するに異議ありませんか。」

（異議なしの声）

議長「異議がないので議案第１８号の番号３、番号５以外のものについて農業経営基
盤強化促進法第１８条第１項の規定による農用地利用集積計画は原案どおり決定し、
議案第１８号は町長に答申することに決しました。」

９．議案第１９号について

議長「日程第６ 議案第１９号農業経営基盤強化促進法第１８条第１項の規定による
農用地利用集積計画（農地中間管理事業）の決定についてを議題とします。事務局よ
り議案の朗読、説明をいたします。」
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局長「議案書１６０ページをお願いします。
（内容について朗読）

議案書の１６１ページをお願いします。

（議案朗読）

議長「ただいま議案第１９号について事務局に説明いただきました。議案第１９号に
ついて、ご質疑ありませんか。」

（質疑なしの声）

議長「質疑ありませんので、議案第１９号農業経営基盤強化促進法第１８条第１項の
規定による農地利用集積計画（農地中間管理事業）の決定については、原案どおり決
するに異議ありませんか。」

（異議なしの声）

議長「異議がないので議案第１９号農業経営基盤強化促進法第１８条第１項の規定に
よる農用地利用集積計画（農地中間管理事業）は原案どおり決定し、町長に答申する
ことに決しました。」

会長 ｢以上をもちまして、本日の議題を全部終了いたしましたので閉会いたしま
す。」

（閉会時刻 午後２時３１分）

この議事録は、事務局長をして調整せしめたもので、会議の内容に相違なきこと
を証するため署名する。
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